
もしかして、虐待かもと思ったら……？もし、DVを受けたら？  DVを受けている人を見かけたら？

悩まないで、相談を！　～DV、児童虐待～
ＤＶや児童虐待は、大きな社会問題です。

どういった行為がＤＶ・児童虐待になるのか、気づいた場合はどうすればいいのかを理解し、
被害防止にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

広報けいしちょう　令和2年（2020年）9月27日（日）

児童虐待
児童虐待は、守ってくれるはずの保護者から、

児童が虐待を受け、心身ともに大きな傷を負ってしまう重大な問題です。

DVとは「ドメスティック・バイオレンス（domestic violence）」の略で、
「配偶者（DV法※においては夫婦、事実婚、一緒に生活している交際相手が該当）からふるわれる暴力」のことです。
DVは、男性から女性にふるわれるものだと思っている方もいるかもしれませんが、

女性から男性、同性間でも起こっています。

❶身体的なもの ●殴る、蹴る
●家の外に締め出す　など

❷性的なもの ●性行為を見せる
●ポルノグラフィの被写体にする　など

❸ネグレクト ●食事を与えない
●自動車の中に放置する　など

❹心理的なもの ●無視する
●目の前で、他の家族に暴力をふるう（DV）　など

❶身体的なもの ●殴る、蹴る
●物を投げつける　など

❷脅迫 ●「腕を折ってやる」「殺してやる」などと言って脅す
 　警察では、身体的な暴力や、脅迫の被害を受けた方について、

　DV法※に基づいた援助を行うことができます。
❸精神的なもの ●大声でどなったり、ひどい言葉を言う

●無視する
●大切なものを壊したり、捨てたりする　など

❹性的なもの ●嫌がる相手に、ポルノ雑誌や映像を見せる
●性行為を強要する　など

保護者にとっては「しつけ」のつもりでも、それは虐待かもしれません。
児童福祉法等の改正が行われ、

「しつけの際に体罰を加えてはならない」ことが明文化されました。

DV

●子供に不自然な怪我やアザがある
●子供の身体や衣服が汚れていたり、季節にそぐわない服装をしている
●昼夜を問わず、保護者の怒鳴り声や子供の泣き声が聞こえる
●保護者が小さな子供だけを残して、長時間外出している
などに気がついたらお近くの交番、警察署に情報をお寄せください。
緊急の場合は110番通報をお願いします。

虐待による被害を止めるためには、皆様のご協力が必要です

暴力をふるわれると「逃げたら、捕まってもっとひどい目にあうかもしれない」
「見つかって殺されるかもしれない」と怖くなり、逃げられなくなることがあります。

また、子供がその場面を見ていた場合、子供にも大きなストレスとなって、
心や体に影響が出ることもあります。

迷わずに、近くの警察署に相談してください。相談した方の秘密は守られます。
悩んでいるうちに、暴力がもっとひどくなってしまうかもしれません。
危険がせまっているときは、110番通報をしてください。
被害を受けた方の安全を最優先して、相談内容に応じた援助を行います。
必要に応じて、警察以外の関係機関とも連携して、対応しています。
詳しくは、警視庁ホームページをご覧ください。

専門機関　 ●東京都女性相談センター　 ●東京都女性相談センター（多摩支所） ●東京ウィメンズプラザ
 　03-5261-3110 　042-522-4232　 　03-5467-2455

暴力には、色々な種類があります 虐待には、色々な種類があります

公開
捜査
皆様のご協力が
検挙につながります

殺人　吉屋　強（よしや　つよし）
異名　麦　振強(バク　シンキョウ)
年齢　４３歳(犯行当時２１歳)
身長　１７２センチメートルくらい
ちぢれ毛、額部に円形状の傷痕

【警察庁指定重要指名手配被疑者】

平成10年撮影(21歳) 40歳くらいのイメージ

　この男は、平成11年（1999年)6月4日(金)、
足立区綾瀬五丁目所在のマンション敷地及びその
付近で、二人組の男性を襲撃し、うち一人の男性
(当時19歳)を刃物で刺して殺害した事件の主犯格
です。一連の事件で被疑者15名を検挙しています
が、この男は、今なお逃走を続けています。

情報提供先

綾瀬警察署  電話03-3620-0110

手配被疑者はどんなところに隠れている？
●友人・知人・親族宅……………友人だから、身内だからといって助けようとせず通報してください。
●職場（寮）………………………偽造した身分証等で就職していることがあります。
●ホテル・まんが喫茶など……駅周辺に多く、シャワーや布団もあるので、衣食住に困ることはないようです。

手配被疑者は捕まらないためにこんなことまでやっていた!!
●他県の山奥にある民家を友人名義で借りて潜伏していた
●女装していた
●故意に体型を変えていた(やせ型→肥満型)

警視庁のホームページでは、公開捜査中の被疑者の写真・情報を掲載しています。似ている人物を見かけたら、「こんなところにいるわけがない」「人違いだったら大変」と思わずに、110番通報をお願いします。

※DV法：配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律




